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介護職員等に対する処遇改善に関する加算の概要

処遇改善に関する加算

＝「介護職員処遇改善加算」（2012年度創設、15年度、18年度拡充）

＋「介護職員等特定処遇改善加算」（2019年10月創設）

① or ②①＋②①＋②＋③

加算（Ⅰ）

月額3.7万円相当
加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当
加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当

加算（Ⅳ）

加算(Ⅲ)×0.9

加算（Ⅴ）

加算（Ⅲ）×0.8

or
① or ②

＋＋＋

職場環境等要件

算
定
要
件
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護
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員
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算

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

取得率 67.9% 12.5% 8.7% 0.8% 0.8%

※ 介護職員処遇改善加算Ⅳ、Ⅴについては、
今後廃止予定

新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
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第２章 人づくり革命 ５．介護人材の処遇改善
（具体的内容）
人生100年時代において、介護は、誰もが直面し得る現実かつ喫緊の課題である。政府は、在宅・施設サービスの整備の加速化や介護休業を取得しやす
い職場環境の整備など、これまでも介護離職ゼロに向けた重層的な取組を進めてきたところである。安倍内閣は、2020年代初頭までに、50万人分の介護
の受け皿を整備することとしているが、最大の課題は介護人材の確保である。介護人材を確保するため、2017年度予算においては、介護職員について、経
験などに応じて昇給する仕組みを創り、月額平均１万円相当の処遇改善を行うなど、これまで自公政権で月額４万7000円の改善を実現してきたが、介護
人材確保のための取組をより一層進めるため、②経験・技能のある職員に重点化を図りながら、①介護職員の更なる処遇改善を進める。

具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう③柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所

における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

（実施時期）
こうした処遇改善については、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019年10月から実施する。

新しい経済政策パッケージ（抜粋）（平成29年12月８日閣議決定）

新しい経済政策パッケージで考慮されている視点

○ 介護職員の確保は重要であり、これまでも他職種との賃金差等も踏まえ、処遇改善を進めてきたところであるが、今般の
「新しい経済政策パッケージ」において考慮している視点として以下の３点があるところ。

①介護職員の更なる処遇改善

介護離職ゼロに向け、最大の課題は介護人材の確保。処遇改善を更に進める必要

②経験・技能のある職員に重点化

・ 介護職員の平均勤続年数は、全産業や他職種と比較して短い
・ 介護職員の賃金は全産業や他職種と比較して低い
・ 介護のケアの質の向上を図る観点からも、介護現場への定着促進につなげる必要

①、②の趣旨を損なわない程度で、介護以外の職種に配分可能とし、介護事業所の賃金のベースアップ等につなげる必要

③柔軟な運用を認めること

社保審－介護給付費分科会
第163回（H30.10.31） 資料２より



介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所に
おける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行

う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善
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①

・10年以上の介護福祉士
の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

▶ 平均の処遇改善額 が、

・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の２倍以上とすること
・ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②その他の
介護職員の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

▶ ①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均
水準（年収440万円）」を設定・確保

→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

②
他の介護職員

③
その他の職種

国費210億円程度
※ 改定率換算＋1.67％

2019年2月13日介護給付費分科会
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① or ②

処遇改善加算全体のイメージ

①＋②①＋②＋③

加算（Ⅰ）

月額3.7万円相当
加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当
加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当

加算（Ⅳ）

加算(Ⅲ)×0.9

加算（Ⅴ）

加算（Ⅲ）×0.8

or
① or ②

＋＋＋

職場環境等要件

算
定
要
件

現
行
の
処
遇
改
善

加
算
の
区
分

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

取得率 67.9% 12.5% 8.7% 0.8% 0.8%

＜新加算（特定処遇改善加算）の取得要件＞
・ 現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

＜サービス種類内の加算率＞
・ サービス提供体制強化加算（最も高い区分）、特定事業所加算（従事者要件のある区分）、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算
の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定

・ 加算率の設定に当たっては、１段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算（Ⅱ）の加算率がその×0.9となるよう設定
（ただし、新加算（Ⅰ）と新加算（Ⅱ）で加算率の差が大きくなる場合（1.5倍を超える場合）には、×0.95となるよう設定）

※ 現行の処遇改善加算と別の加算として設定
（現行の加算の取扱いに変更はない）

※ 現行の加算（Ⅳ、Ⅴ）については、今後廃止予定

新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
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サービス区分
特定処遇改善加算 現行の介護職員処遇改善加算

新加算Ⅰ 新加算Ⅱ 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

６．３％ ４．２％ １３．７％ １０．０％ ５．５％

加算（Ⅲ）に
より算出した
単位
×０．９

加算（Ⅲ）によ
り算出した単

位
×０．８

・（介護予防）訪問入浴介護 ２．１％ １．５％ ５．８％ ４．２％ ２．３％

・通所介護
・地域密着型通所介護

１．２％ １．０％ ５．９％ ４．３％ ２．３％

・（介護予防）通所リハビリテーション ２．０％ １．７％ ４．７％ ３．４％ １．９％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 １．８％ １．２％ ８．２％ ６．０％ ３．３％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 ３．１％ ２．４％ １０．４％ ７．６％ ４．２％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

１．５％ １．２％ １０．２％ ７．４％ ４．１％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ３．１％ ２．３％ １１．１％ ８．１％ ４．５％

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・（介護予防）短期入所生活介護

２．７％ ２．３％ ８．３％ ６．０％ ３．３％

・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健）

２．１％ １．７％ ３．９％ ２．９％ １．６％

・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等）

１．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

・介護医療院
・（介護予防）短期入所療養介護（医療院）

１．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

サービス区分 加算率

（介護予防）訪問看護 、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、
特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

０％

２．加算算定非対象サービス

１．加算算定対象サービス

介護職員等の処遇改善加算に係る加算率について

＊１段階×0.95としたサービス区分

＊

＊

＊

＊

＊
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2018年12月12日～介護給付費分科会

事業所内の配分方法
(1)①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準（年収440万

円）」を設定・確保

→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

➢ 介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困
難である場合はこの限りでないこと。

(2)平均の処遇改善額が、

⚫ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の２倍以上とすること

⚫ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②その他
の介護職員の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10
年の考え方は、事業所の裁量で設定

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能

※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

介護職員等特定処遇改善加算について
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「介護職員等特定処遇改善加算」の通知・Q&Aについて（2019年3月14日現在）

⚫ 2019年10月から新しく設けられる「介護職員等特定処遇改善加算」について
は、2019年3月末にも通知やQ&Aが発出される見込み。

⚫ 「算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難であ
る場合はこの限りでない」の運用など、細かい要件については、2019年3月末の
通知・Q&Aを踏まえて、お知らせしたい。

⚫ なお、2019年3月6日介護給付費分科会では、以下のような議論があった。
➢ どのような場合がこの例外事由にあたるかについては、個々の実態を踏まえ個別に判断する必要があるが、以下

のような場合を基本とし判断する等、考え方の明確化を図ることを検討。

• 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

• 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

• ８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇
を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場
合

➢ 「勤続10年の考え方」については、以下のように事業所の裁量を認めることを検討。

• 勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみの経験でなく、他法人や医療機関等での経験等も通
算できること

• 10年以上の勤続年数を有しない者であっても、業務や技能等を勘案し対象とできること

➢ 現行の処遇改善加算においても、法人が複数の介護サービス事業所を有する場合等の特例として、一括した
申請を認めることとしており、新加算においても同様に法人単位での対応を認めることを検討。


